
 

                              

三国東地区土地区画整理事業の施行に伴う新三国住宅２号館への入居に関する要綱 

 

制  定 平成 23 年９月９日 

最近改正 令和 ３年３月８日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、平成 11 年２月 17 日付け都市計画決定及び平成 13 年３月 13 日付

け事業計画決定により施行する大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業（以下

「土地区画整理事業」という）の施行に伴い建設する新三国住宅２号館（以下「当該

住宅」という。）への入居に関し、大阪市営住宅条例（平成９年大阪市条例第 39 号。

以下「条例」という。）、大阪市営住宅条例施行規則（平成９年大阪市規則第 61 号）

及びこれに関連する規定に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

 

（入居者資格等） 

第２条 当該住宅に入居できる者は、借家人（使用貸借による者を除く。以下同じ。）

のうち、次の各号のすべての条件を具備する者でなければならない。 

(1) その者が現に居住している建物の所有者がその建物を移転することについてす

でに本市と合意しており、かつ、当該借家人がその建物を退去することについての

同意確認書（第１号様式）を提出できること 

(2) 平成 20 年３月 31 日（土地区画整理事業の仮換地指定時）以前から、引き続き当

該土地区画整理事業施行区域内の移転対象の住宅に居住していること 

(3) その者の収入（条例第２条第８号に規定する「収入」をいう。以下同じ。）が条

例第５条第１項第２号に定める金額を超えないこと 

(4) 独立の生計を営む者で家賃を支払う能力があるものであること 

２ 前項の借家人は、次の各号に掲げる者を除くものとする。 

(1) 生計を同じくする親族が所有する建物に居住している者 

(2) 自らが所有している建物又は自らが所有もしくは経営する法人もしくは雇用関係

にある法人が所有もしくは賃借する建物に居住している者 

３ 第１項に規定する入居できる者と同居しようとする者は、現に当該入居できる者の

親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約

者を含む。）に限る。 

４ 土地区画整理事業の仮換地指定時に土地区画整理事業施行区域内の移転対象の建

物に居住していた者であって、かつ、仮換地指定後に同区域内から転出したものの現

に移転対象の建物に居住している者については、その転出理由が単身赴任等やむを得

ないものと認められる場合に限り、第１項第２号の条件を具備するものとみなす。 

５ 第１項及び第３項に定める入居できる者及びその者と同居しようとする者は、暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）に該当しない者でなければならな

い。 

 

 



 

（入居住宅のタイプ） 

第３条 当該住宅の規模、間取り等は次表のとおりとする。 

２ 本要綱に基づき入居しようとする者が入居できる住宅は、次の各号に掲げる世帯人

員の区分に応じ、当該各号に定める住宅タイプとする。ただし、該当する住宅タイプ

に空室がないときは、この限りでない。 

(1) 単身者 ２ＤＫ－Ａ又は２ＤＫ－Ｂ 

(2) 単身者以外のもの ２ＤＫ－Ｂ又は３ＤＫ 

 

（世帯分離） 

第４条 当該住宅に入居しようとする者が、次条に規定する入居の申込みを行う時点に

おいて、当該入居しようとする者を含む世帯が、第１号の条件を具備し、かつ、第２

号又は第３号の条件を具備するときは、世帯を２つに分離し、各々が別の住宅に入居

できるものとする。 

(1) 分離した世帯がそれぞれ家賃の支払い能力があること 

(2) ５人世帯であり、その全員が成人であること 

(3) ６人以上の世帯であり、そのうち４人以上が成人であること 

 

（入居の申込み） 

第５条 当該住宅に入居しようとする者は、入居申込書（第２号様式）を市長に提出し

て入居の申込みをしなければならない。この場合において、市長は、入居申込者及び

同居しようとする者に関し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。  

(1) 居住を証する書類 

 (2) 収入の額を証する書類 

 (3) 暴力団員でない旨の誓約書 

 (4) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認める書類 

 

（入居者の選考） 

第６条 この要綱に基づき当該住宅に入居しようとする者の選考及び入居順位の決定

は、前条の規定による入居の申込みを行った者について、当該入居の申込みをもって

入居者を選考したものとし、当該入居の申込みを行った順に入居順位を決定するもの

とする。ただし、当該住宅の残戸数の状況から、選考した者の数が入居させるべき住

宅の戸数を超えるときは、公開抽選により入居者を決定する。 

 

（入居決定者への通知） 

第７条 市長は、条例第 15 条第１項の規定による入居決定者への通知を行うときは、

住宅タイプ 専用面積 間取り 戸数 

２ＤＫ－Ａ 47．27ｍ2 ６・４半洋・ＤＫ・浴室・便所 41 

２ＤＫ－Ｂ 53．43ｍ2 ６半洋・６・ＤＫ・浴室・便所 42 

３ＤＫ 63．43ｍ2 ６・６・５半洋・ＤＫ・浴室・便所 27 



 

当該入居決定者が入居することとなる住宅を指定して通知するものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成 23 年 10 月４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 25 年 10 月 10 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 29 年 ２月 21 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 30 年 ９月 25 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

 


